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○ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年１１月２７日 法律第１２７号） 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体

又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用

を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村

（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成

その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空

家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の

振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただ

し、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生

活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情

報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその

活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく

空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう

努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に

対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を

行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 



2 

 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方

公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策

計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空

家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活

用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、

同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から

第十一項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への

対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の

空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域に

おける経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活
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用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに

当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るため

の指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができ

る。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定す

る中心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域

再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十

号）第二条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての

機能を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な

事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが

必要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及

び第十八条において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の

跡地の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家

等活用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二

百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同

じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同

じ。）について第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第

二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項

の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第十三項まで（これら

の規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第九項に

おいて同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を

定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第

二項の規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地

特例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以

上四メートル未満の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除

く。）に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支

障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街
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地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定め

るものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用

促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三

項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十

三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項

において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、

当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都

道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第

十七条第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第

十三項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適

用要件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項につい

て、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一

号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を

同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項に

おいて同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同

法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同

じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関す

る事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行

政庁は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等

活用促進区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると

認めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第

一項及び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する

基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報

の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 
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第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う

ための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、

市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他

の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査

を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度におい

て、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその

職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせ

ることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められ

る場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等

にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが

困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有す

る情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律

の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以

外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされている

もののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののた

めに利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所

有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、こ

の法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものと

する。 
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３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対

して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売

し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及

ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び

第十五条において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確

な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの

者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放

置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるとき

は、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所

有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）

に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するた

めに必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家

等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそ

れが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他

の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必

要な具体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認め

るときは、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第

一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算

人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要が

あると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定に

よる命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に

必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又

は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
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第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を

行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関す

る情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとす

る。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の

長は、空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種

類に該当するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用

促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空

家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導

用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要がある

と認めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する

権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限

る。）が第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定に

より公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築

物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中

「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合する

もの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）

第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表

された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷

地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が

第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表

されたときは、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対す

る建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第

一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」と

あるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」

と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十

四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定す

る空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この

条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公

益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし
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書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて

許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政

庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合

その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を

含む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域

（市街化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計

画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）につい

て、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十

三条第一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求め

られたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途として

の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定す

る空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家

等を誘導用途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法

律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が

図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四

号）第二十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成

市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等

の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地

方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条

に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する

業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年

法律第百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に

基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域

における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の

業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法

（平成十七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第
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二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び

空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行

うことができる。 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除

却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そ

のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除

く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定

空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対

し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の

保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に

対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることがで

きる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措

置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書

の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者

又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければなら

ない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村

長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求すること

ができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三

項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴

取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定

によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前ま

でに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有

利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を

命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行し

ても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年

法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第

三者をしてこれをさせることができる。 
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１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」とい

う。）を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又

は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手

続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象

者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者

（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその措置を行わせるこ

とができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者に

おいてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村

長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あら

かじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険

な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺

の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三

項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、

これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、そ

の措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及

び第六条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その

他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならな

い。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することがで

きる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒

み、又は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）

第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実

施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国

土交通省令・総務省令で定める。 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二

項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等

の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に

掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
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り、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することが

できる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商

号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を

変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示

しなければならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該

空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の

適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修

その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又

は事務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせること

ができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していない

と認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第

一項の規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な

情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要が

あるとして、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有

者等関連情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の
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探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとす

る。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供する

ときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所

有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければなら

ない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村

に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又

は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本指針に即し

て、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければなら

ない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作

成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知する

ものとする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととす

るときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切

な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規

定による請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認める

ときは、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規

定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由

を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関す

る対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費

用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画

に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の

措置その他の措置を講ずるものとする。 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円

以下の過料に処する。 
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２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の

規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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○ 山鹿市空家等の適切な管理に関する条例 

平成２６年３月２４日 

条例第１号 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措

置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めることにより、空家等における倒壊等の事故、火災及び犯罪を防止

し、もって市民の安全かつ良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。 

（平２７条例３６・一部改正） 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（平２７条例３６・一部改正） 

（所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者等は、当該空家等の適切な管理を行い、当該空家等を良好な

状態に保つよう努めなければならない。 

２ 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等と認められる状態であるときは、

当該空家等の状態を改善するための必要な措置（その者の権原に基づき行うことが

できるものに限る。）を講じなければならない。 

（平２７条例３６・一部改正） 

（市民による情報提供） 

第４条 市民は、特定空家等又は特定空家等になるおそれがある空家等があると認め

るときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。 

（平２７条例３６・一部改正） 

（空家等対策協議会） 

第５条 法第８条第１項の規定に基づき、山鹿市空家等対策協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

２ 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

３ 協議会の委員（市長を除く。以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちか

ら、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 建築士 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 市民等 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

５ 委員は、再任されることができる。 
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６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（平２７条例３６・旧第１１条繰上・一部改正、令５条例３３・一部改正） 

（緊急安全措置） 

第６条 市長は、特定空家等その他の空家等について、その老朽化による倒壊等によ

り人の生命、身体又は財産に対する危険が切迫していると認めるときは、その危険

を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を実施したときは、空家等の所有者等（当該措置の実施の原

因となった行為をした者があるときは、その行為者）に対し、当該措置に要した費

用の全部又は一部の納付を命ずることができる。 

（令５条例４・追加） 

（関係機関との連携） 

第７条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、本市の

区域を管轄する警察署その他の関係機関に対し、協力を求めるものとする。この場

合において、市長は、当該関係機関に対し、法第９条及び第２２条の規定による措

置等並びに前条第１項の規定による措置に関する情報を提供することができる。 

（平２７条例３６・旧第１２条繰上・一部改正、令５条例４・旧第６条繰

下・一部改正、令５条例３３・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（平２７条例３６・旧第１３条繰上、令５条例４・旧第７条繰下） 

附 則 

この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月１６日条例第３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際この条例による改正前の山鹿市空き家等の適正管理に関する

条例第７条の規定による助言又は指導を受けている空き家等に関する措置等につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月２７日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２１日条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○ 山鹿市空家等の適切な管理に関する条例施行規則 

平成２６年３月２４日 

規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）及び山鹿市空家等の適切な管理に関する条例（平成２

６年山鹿市条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（平２７規則４０・一部改正） 

（情報提供） 

第２条 条例第４条の規定による情報提供をする者は、空家等に関する情報提供書

（様式第１号）を市長に提出する方法その他の方法により行うものとする。 

（平２７規則４０・一部改正） 

（調査） 

第３条 市長は、法第９条第２項に規定する調査をするときは、あらかじめ、空家等

の所有者等に対し、空家等の立入調査実施通知書（様式第２号）によりその旨を通

知するものとする。 

２ 法第９条第４項に規定する証明書は、立入調査員証（様式第３号）とする。 

（平２７規則４０・令５規則３３・一部改正） 

（助言及び指導） 

第４条 法第２２条第１項の助言は口頭により行うものとし、同項の指導は空家等の

適切な管理に関する指導書（様式第４号）により行うものとする。 

（平２７規則４０・令５規則３３・一部改正） 

（勧告） 

第５条 法第２２条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第５号）により行うも

のとする。 

（平２７規則４０・令５規則３３・一部改正） 

（命令） 

第６条 法第２２条第３項の規定による命令（以下「命令」という。）をしようとす

る場合の弁明の機会の付与は、命令に係る事前の通知書（様式第６号）により行う

ものとする。 

２ 前項の規定により弁明の機会の付与を通知された者は、意見書及び自己に有利な

証拠を提出しようとするときは、命令に対する意見書（様式第７号）を市長に提出

しなければならない。 

３ 法第２２条第５項の規定による公開による意見の聴取を行うことを請求する者

は、意見聴取請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

４ 命令は、命令書（様式第９号）により行うものとする。 
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（平２７規則４０・令５規則３３・一部改正） 

（公示） 

第７条 法第２２条第１３項の規定による公示は、山鹿市公告式条例（平成１７年山

鹿市条例第４号）第２条第２項に規定する方法により行うものとする。 

２ 法第２２条第１３項に規定する標識は、標識（様式第１０号）とする。 

（平２７規則４０・令５規則３３・令６規則３５・一部改正） 

（代執行） 

第８条 法第２２条第９項の規定による代執行をなすべき旨の戒告は、戒告書（様式

第１１号）により行うものとする。 

２ 市長は、特定空家等の所有者等が前項の戒告を受けて、指定の期日までにその義

務を履行しないときは、代執行令書（様式第１２号）により通知する。 

３ 代執行の執行責任者であることを示す証票は、執行責任者証（様式第１３号）と

する。 

（平２７規則４０・追加、令５規則３３・一部改正） 

（協議会） 

第９条 条例第５条の山鹿市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）に会長を

置き、市長をもって充てる。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。 

４ 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

５ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

６ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

７ 協議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。 

（平２７規則４０・旧第８条繰下・一部改正、平２９規則７・令６規則２

０・一部改正） 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別

に定める。 

（平２７規則４０・旧第９条繰下） 

附 則 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月１６日規則第４０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（山鹿市行政組織規則の一部改正） 
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２ 山鹿市行政組織規則（平成１７年山鹿市規則第６号）の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１９号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第７号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月１５日規則第２号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２１日規則第３３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日規則第２０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年９月２７日規則第３５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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山鹿市特定空家等除却促進補助金等交付要領 

令和７年７月１日 

山鹿市告示第１１９号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、倒壊等の事故、火災及び犯罪の発生の可能性のある特定空家等の

除却を促進し、市民の安全を確保するとともに良好な住環境の整備の促進を図るため

の特定空家等除却工事を行う者等に対する補助金及び定住人口の増加を目的とし、住

宅用地の創出促進と良好な住環境整備の推進を図るための特定空家除却後の土地（以

下「事業地」という。）の売買に対する支援金の交付に関し、山鹿市補助金等交付規

則(平成１７年山鹿市規則第５３号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

(定義) 

第２条 この要領において使用する用語は、山鹿市空家等の適切な管理に関する条例

(平成２６年山鹿市条例第１号)で使用する用語の例による。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、市内に存する

特定空家等及び特定空家等と同等の状態にあると市長が認める空家等の所有者等で

あって、市税を滞納していないものとする。 

（補助対象特定空家等） 

第４条 補助金の交付の対象とする特定空家等又は特定空家等と同等の状態にあると

市長が認める空家等(以下「補助対象特定空家等」という。)は、次の各号のいずれに

も該当するものとする。 

(1) 倒壊、外装材の落下等により、近隣住民及び道路等に影響を及ぼす可能性があ

るもの 

(2) 特定空家等又は特定空家等と同等の状態にあると市長が認める空家等に係る一

切の権利及び権限について、その疑義が解決しているもの 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象特定空家等(当該補助対象特定空家等と同一の敷

地内にある建築物又はこれに附属する工作物(所有者等が異なるものを除く。)を含

む。)につき１回に限るものとする。 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付の対象とする工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象

者が施工する補助対象特定空家等の除却工事(当該工事に係る廃棄物の処理を含む。

以下同じ。)とする。ただし、公共事業による移転、建替えその他の補償の対象とな

る補助対象特定空家等の除却工事を除く。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の２分の１以内の額(当該額に１，

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、６０万円を限度と
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する。 

２ 前項の補助対象工事に要する費用には、家具、機械等の移転又は処分の費用を含ま

ないものとする。 

（事前調査） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、空家等が補助対象特定空家等で

あるかの調査を受けるため、特定空家等調査申込書(様式第１号)に次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 敷地内の配置図 

(3) 建物の平面図 

(4) 現況写真 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該空家等について立入調査を

実施するものとする。 

３ 市長は、前項の立入調査の結果に基づき、当該空家等が補助対象特定空家等に該当

するか否かを判定し、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第８条 補助対象特定空家等に該当する旨の通知を受けた補助対象者で補助金の交付

を受けようとするものは、当該補助対象特定空家等の除却工事の着手前に特定空家等

除却促進補助金交付申請書(様式第２号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

(1) 土地及び建物の登記事項証明書 

(2) 戸籍謄本又はその写し（相続人等の確認が必要な場合に限る。） 

(3) ２社以上の補助対象工事の見積書の写し 

(4) 市税に滞納がないことを証明する書類 

(5) 誓約書（様式第３号） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、当該申請をした者に対し

その旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の

目的を達成するために必要な条件を付することができる。 

(補助対象工事の変更等申請) 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、

補助対象工事の内容又は費用について変更しようとするときは、特定空家等除却促進

事業補助金交付申請事項変更届(様式第４号)を市長に提出しなければならない。 
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２ 補助決定者は、補助対象工事を中止するときは、特定空家等除却促進事業補助対象

工事中止届(様式第５号)を速やかに市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 補助決定者は、補助対象工事の完了後３０日以内又は補助金の交付の決定を

受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに特定空家等除却促進事業補助

対象工事完了届(様式第６号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 位置図 

(2) 契約書又は請書の写し 

(3) 領収書の写し 

(4) 廃棄物を適正に処分したことを証する書類の写し 

(5) 補助対象工事の完了後の写真 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（支援対象者） 

第１２条 支援金を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

 (1) 事業地の所有者（以下「売主」という。）、及び事業地の売買を仲介する宅地建

物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号に規定する宅地建物取引業

者（以下「仲介業者」という。） 

 (2) 市税の滞納がないこと。 

(3) 山鹿市暴力団排除条例（平成２３年山鹿市条例第１９号）第２条に規定する暴

力団及び暴力団員に該当しない者 

(4) 除却した空家が特定空家等除却促進事業の、第５条に規定する補助対象工事に

より除却した補助対象特定空家等に該当すること。 

(5) 売主は空家除却時の土地の所有者とし、除却時にその所有者が死亡していた場

合はその者から相続を受けた者であること。 

(6) 買主は事業地を購入する個人又は法人であり、売主と２親等以内でないこと。 

(7) 事業地が用途地域内かつ山鹿小学校校区（鍋田、椿井、西牧、保多田、麻生野、

城、小群、平山、津留、寺島及び小坂区域を除く。）に存する土地であること。 

(8) 事業地を適正管理かつ有効活用するものとし、当該土地の状況等について市長

が報告を求めた場合は、必要な協力を行うこと。 

 （支援金の額） 

第１３条 事業地一画地当たりの支援金の額は、売主は４０万円とし、仲介業者は１０

万円とする。 

２ 支援金の交付は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。 

（支援金の交付申請） 

第１４条 支援金の交付を受けようとするものは、事業地の売買前に住宅用地創出促進
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支援金交付申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(1) 位置図 

(2) 現況写真 

(3) 市税に滞納がないことを証明する書類 

(4) 所有権移転登記前の登記事項証明書等 

(5) 宅地建物取引業者免許証の写し 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（支援金の交付決定等） 

第１５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、予算の範囲内において支援金の交付を決定し、当該申請をした者に対

しその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定する場合において、支援金の交付の

目的を達成するために必要な条件を付することができる。 

（支援金の交付変更等申請） 

第１６条 支援金の交付の決定を受けた支援対象者（以下「支援決定者」という。）は、

交付申請内容について変更しようとするときは、住宅用地創出促進支援金交付申請事

項変更届（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 支援決定者は、対象売買を中止するときは、住宅用地創出促進支援対象売買中止届

（様式第９号）を速やかに市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１７条 支援決定者は、支援対象売買の完了後３０日以内又は支援金の交付の決定を

受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに住宅用地創出促進支援対象売

買完了届（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 売買契約書又は請書の写し 

(2) 所有権移転登記後の登記事項証明書等 

(3) 仲介手数料を支払ったことが確認できる書類の写し 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金及び支援金の請求等） 

第１８条 補助決定者及び支援決定者は、補助金及び支援金の請求をしようとするとき

は、山鹿市特定空家等除却促進補助金等交付決定通知書の写しを添えて、市長に山鹿

市特定空家等除却促進補助金等交付請求書（様式第１１号）を提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに指定する金融機

関の口座に振り込む方法により交付するものとする。 

（その他） 

第１９条 この要領に定めるもののほか、補助金及び支援金の交付に関し必要な事項は、
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市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、令和７年７月１日から施行する。 

２ この要領は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、市長は、同日

後のこの要領の継続については、同日までに検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

３ この要領の施行の日前に、山鹿市特定空家等除却促進事業補助金交付要綱を廃止す

る要綱（令和７年山鹿市告示第１１７号）による廃止前の山鹿市特定空家等除却促進

事業補助金交付要綱（平成２８年山鹿市告示第４０号）の規定によりなされた決定、

手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。 

 


